
第１号様式（第３関係）

指定居宅サービス事業所

指定介護予防サービス事業所

介護保険施設

指定（許可）申請書

年 月 日

知事 殿

申請者

　  介護保険法に規定する事業所（施設）に係る指定（許可）を受けたいので、下記のとおり、

関係書類を添えて申請します。

- ）

都 道 郡 市

府 県 区

電話番号 ＦＡＸ番号

- ）

都 道 郡 市

府 県 区

訪問介護 付表１

訪問入浴介護 付表２

訪問看護 付表３

訪問リハビリテーション 付表４

居宅療養管理指導 付表５

通所介護 付表６

通所リハビリテーション 付表７

短期入所生活介護 付表８

短期入所療養介護 付表９

特定施設入居者生活介護 付表１０

福祉用具貸与 付表１１

特定福祉用具販売 付表１２

介護老人福祉施設 付表１３

介護老人保健施設 付表１４

介護医療院 付表１５

介護予防訪問入浴介護 付表２

介護予防訪問看護 付表３

介護予防訪問リハビリテーション 付表４

介護予防居宅療養管理指導 付表５

介護予防通所リハビリテーション 付表７

介護予防短期入所生活介護 付表８

介護予防短期入所療養介護 付表９

介護予防特定施設入居者生活介護 付表１０

介護予防福祉用具貸与 付表１１

特定介護予防福祉用具販売 付表１２

介護保険事業所番号 （既に指定又は許可を受けている場合）

医療機関コード等 （保険医療機関として指定を受けている場合）

＊　 裏面に記載に関しての備考があります。

（日本産業規格A列４番）

氏　名 東京　太郎

　＊＊ 2 1

東京都 (名称）           株式会社東京都介護サービス情報

163 8001

（代表者の職名・氏名） 代表取締役　　　東京　太郎

申
　
請
　
者

フリガナ             ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄｳｷｮｳﾄｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽｼﾞｮｳﾎｳ

名称         株式会社東京都介護サービス情報

主たる事務所の
所在地

（郵便番号

連絡先
０３－５３２１－１１１１ ０３－５３２１－○○○○

代表者の住所

（郵便番号 164 ****

東京 中野          ●中野　２－２－２

東京 新宿         西新宿　　２－８－１

職名 代表取締役
フリガナ ﾄｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 生年

月日
昭和++年○月×日

Email            ******@**************

代表者の職名・氏名・
生年月日

指
定

（
許
可

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

同一所在地において行う事業等の種類
指定（許可）申請

対象事業等
（該当事業に○）

既に指定（許可）を
受けている事業等
（該当事業に○）

指定（許可）申請をする事業
等の開始予定年月日

様　式

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

〇 **年４月１日

施
設

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

代表
者印

共通①

mailto:******@**************


　

※　「Ⅰ新規指定申請書類の提出　５その他」(２ページ)に記載されている事項も確認してください。

(6)

○　第１号様式　（指定(許可)申請書）

注
　
意
　
事
　
項

(１)

(8)

(9)

(10)

(7)

(２)

(３)

(４)

(５)

既に居宅サービス事業所または介護予防サービス事業所のいずれか一方の指定を受けている事業者が、他方の居宅
サービス事業所又は介護予防サービス事業所の指定を受ける場合において、届出事項に変更がないとき

「事業所の名称及び所在地」「申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及
び職名」「当該申請に係る事業の開始予定年月日」「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」「介護支援専門員
の氏名及び登録番号」「その他指定に関し必要と認める事項」を除いて届出を省略できます

前記、第１号様式（第３関係）の申請書は、指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、
介護保険施設の新規指定申請書です。

申請者は法人ですか

申請年月日が記載されていますか（受付日より以前であること）

右上申請者の法人名、法人代表者の職名及び氏名が申請者欄と一致していますか

法人印（代表者印）の捺印はありますか。印は、法人の印鑑登録されている印です

申請者欄について、法人名称、法人所在地、法人代表者氏名、代表者職名（※）、代表者住所が「登記事項証明書」
（自治体の場合は、条例等）と一致していますか。また、フリガナ、法人連絡先、代表者生年月日の記載があります
か

※代表者の職名について、医療法人や社会福祉法人、特定非営利活動法人等は定款の役員に関する規定で代表者の職
名を確認

電話番号・FAX番号は確認しましたか。FAX番号は、今後の事務連絡等で使います

※インターネット回線を利用した電話（IP電話）・FAXでも可
※法人所在地と事業所所在地が異なる場合、同一番号での申請は不可

今回申請するサービスの「指定（許可）申請対象事業等」欄に「○」を記入し、「指定（許可）申請をする事業等の
開始予定年月日」欄に開始予定年月日を記入してください。指定居宅サービスと指定介護予防サービスは、記入欄が
別になっておりますのでご注意ください

※同時に別の都指定サービスを申請する場合は、そのサービスについても「指定（許可）申請対象事業等」及び「指
定（許可）申請をする事業等の開始予定年月日」欄を記入してください。
（例：福祉用具貸与と特定福祉用具販売を同時に申請する場合等）

既に同一所在地に別の指定事業所がある場合、「既に指定（許可）を受けている事業等」欄に「○」を記入してくだ
さい（年月日の記載は不要です）

保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとして既に医療機関コード等が付番されてい
る場合には、そのコードを「医療機関コード等」欄に記載してください。複数のコードを有する場合には、適宜様式
を補正して､そのすべてを記載してください

共通①



<参考>事業目的の記載例

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護 介護保険法に基づく居宅サービス事業
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
介護予防短期入所療養介護
介護予防福祉用具貸与
介護予防特定福祉用具販売

※特定のサービスのみを行う場合は、下線部をサービス名で記載することも可能です。
（例：訪問看護のみを行う場合・・・介護保険法に基づく訪問看護事業）

①

(1)

注
意
事
項

記載例サービス名

○登記事項証明書または条例

条例にあっては、公報の写し添付

事業目的等に申請する事業を行う旨の確認ができますか
（記載例については、下記の<参考>を参照してください）

事業目的等について、定款変更に係る認可を受けていない場合、原則申請できません
（ただし、全国規模の法人で所管庁が国になる場合、別途対応）

④

複数のサービス事業所を同一の場所（住所地）で一斉に開設する場合、事業の種類ごとにそれ
ぞれ申請書類を作成してください
ただし、登記事項証明書については、原本は一通のみでかまいません。（他事業分はコピーで
可）また、介護保険外の事業と併せて行う場合は、その事業を所管する部署との調整が必要に
なることがありますので、ご注意ください。（例えば、施術所等、開設の際に保健所の許可
（届出）を受けている場所で介護保険事業を併せて行う場合、事前に保健所へご相談くださ
い。）

③

登記事項証明書（自治体の場合は、条例等）の原本

登記事項証明書の発行年月日は申請書受付日（≠提出日）から３ヶ月以内のものである

②

共通②



○　資格証の写し等について

○　就業規則について

資格証の写しについて

(2) 人員配置を確認するための書類について

　就業規則を作成していない場合（従業者が１０名未満）は、常勤の勤務時間の考え方（１日
の勤務時間、休憩、１週あたりの勤務時間、休日について）を記載したものを作成してくださ
い
※次ページ（参考様式）参照

　資格要件のある職種の場合、指定申請書受付時において全員分の資格証の添付が必要です
（資格取得予定は不可）

　なお都においては、管理者等当該事業所の運営に責務を有する者については、原則として当
該事業者に直接雇用又は法人役員等であることと考えます
　また、訪問看護については、紹介予定派遣や産休・育休代替としての派遣以外は認められま
せん

注
意
事
項

(1)

　雇用契約書（または当該事業所で勤務することを約した本人自筆の誓約書）を締結し、事業
所に備え付けてください。また、確認した旨をチェックリスト（雇用契約、就業規則に関する
チェックリスト（P.10））に記載し、提出してください

　指定介護サービスの提供については、当該事業所の従業者により提供されなければならず、
業務委託等は認められません（運転・調理業務等、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務
を除く）
　一部従業者について派遣・出向による人員配置を行う場合は、当該事業所の管理者の指揮命
令下において従事するものでなければなりません
　この場合、①出向・派遣される職員が特定されること、②事業所の管理者の指揮命令下にお
いて従事するものであることを確認し、出向・派遣期間等が確認できる契約書等を保管してく
ださい

＜雇用契約書の場合＞
勤務開始日、事業所名、職種を契約書に記載してください
雇用契約書に記載されている就業場所が当該事業所と異なる場合には、辞令の写し等も併せて
保管してください

＜誓約書の場合＞
「○年○月１日（指定予定日）より○○事業所（当該事業所名）に○○（職種）として勤務す
る」旨の本人自筆 の誓約文、住所、氏名、電話番号の記入、記載年月日をお願いします
※複数の職種を兼務する場合にはそれぞれの職名を明記してください

(2)

注
　
意
　
事
　
項

　資格証が改姓前で現在の苗字と違う場合、改姓の事実がわかる書類（戸籍等）を添付してく
ださい

(1)

 

 

　申請法人で定める就業規則（※）を確認し、適切に保管してください
　また、確認した旨をチェックリスト（雇用契約、就業規則に関するチェックリスト
（P.10））に記載し、提出してください

共通③

新規指定申請を行った後、指定申請の内容に一部でも変更が生じた場合には、必ず、速やかに
東京都福祉保健財団に連絡してください。
【電話】０３－３３４４－８５１７ （受付時間 ９時３０分～１６時３０分）



（参考様式）
従事者が10人未満のため就業規則を作成していない場合は、「常勤職員の勤務時間に関する調
べ」を作成し、適切に保管してください。

（＊就業規則がある場合は、就業規則を提出してください）

1日あたりの労働時間－①

勤務日－① 月 ～ 金 曜日

始業時間－① 9 時 ０0 分

終業時間－① 17 時 ０0 分

休憩時間 1 時間

計 7

5

1日あたりの労働時間－②

勤務日 土 曜日

始業時間 9 時 ０0 分

終業時間 15 時 ０0 分

休憩時間 1 時間

計 5

1

休日
土曜日
日曜日 ○
（　　　　　）曜日
祝日 ○
会社の指定する日

週あたりの労働時間

（（Ａ）×（Ｂ））＋（（Ｃ）×（Ｄ））＝ 時間

＜備考＞

常勤職員の勤務時間に関する調べ

上記１から３の労働を命ずる場合は、本人と事前に協議する。

時間（Ａ）

日勤務（Ｂ）

時間（Ｃ）

日勤務（Ｄ）

40

１　業務の都合により、始業・終業時間を繰り上げまたは繰り下げする場合がある。
２　業務の都合により、所定時間を越えて労働を命じることがある。
３　業務の都合により、休日に労働を命じることがある。

記入例

（例示）
月曜日から金曜日までの勤務が９：００～１７：００、休憩時間１時間の１日７時間勤務、
土曜日の勤務が９：００～１５：００、休憩時間１時間の１日５時間勤務で、休日が日
曜・祝日の場合

共通③



事業所名　：

＊

＊ 「いいえ」と答えた項目については、それぞれ所定の手続きを行ってください。

１

２

３

４

＊　変形労働制の場合は、１月当たりの時間数を記載してください。

雇用契約、就業規則に関するチェックリスト

あてはまる箇所にチェックをお願いします。

雇用する全従業者について雇用契約書を締結していますか。

　　はい　　　　　いいえ

就業規則（従業者が10人未満で就業規則を作成していない場合は、「常勤職員の勤務時間に
関する調べ」）を作成し、事業所に備えていますか。

【一部従業者について派遣・出向で配置する場合のみ】

派遣・出向に関する契約書等により以下の点を確認していますか。

①派遣・出向される職員が特定されていること

　　はい　　　　　いいえ

②事業所管理者の指揮命令下で従事すること

　　はい　　　　　いいえ

③派遣・出向期間が特定されていること
　　はい　　　　　いいえ

④当該従事者に同意を得ていること

　　はい　　　　　いいえ

※『訪問看護』については、紹介予定派遣や産休・育休代替としての派遣以外は認められません。

　　はい　　　　　いいえ

最新の就業規則（または「常勤職員の勤務時間に関する調べ」）で定めている常勤職員の実
労働時間数を記入してください。

〔　　　　　〕時間／日　

〔　　　　　〕時間／週＊



事業所の写真

事業所又は施設の名称 デイ都庁

①外観 ②外観

　

③入口 ④機能訓練室

　

　

 ◆　カラー写真はA4の用紙1枚につき4枚程度の大きさで印刷し、貼付してください。（必要であれば、１箇所複数枚可）

①～⑳の他に、事業所の様子が分かるように各設備の写真を貼り付けてください。

共通　④

　　　　　　　　　【注意事項】・写真を貼付する際は、縮尺の変更がないよう注意してください。
　　　　　　　　　　　　　　　・必要に応じてシートを追加し、作成してください。
　　　　　　　　　　　　　　　・写真番号と写真名の記載がある場合は、word等で作成した任意様式でも構いません。

平面図にはそれぞれの写真について、どこ
の写真をどの方向から撮影したのかがわか
るよう、番号と矢印を記載してください。

入口に事業所名を表示した写真を添付してください。

ビルの場合も建物の外観写真を添付してください。

定員分の椅子が用意されていることが確認できる写真を添付してください。



事業所の写真
事業所又は施設の名称 　デイ都庁

⑤機能訓練室 ⑥機能訓練室

　

⑦機能訓練室 ⑧機能訓練室

　

　



事業所の写真
事業所又は施設の名称 　デイ都庁

⑨鍵付き書庫 ⑩事務スペース

　

⑪キッチン ⑫トイレ（外側）

　

　

鍵がささっている写真を添付してください。

※鍵が見えにくい場合は、書庫全体と鍵部分

のアップ写真を添付してください。

※他サービスと共用の場合は、上下や左右等

で区分し、平面図等に明示してください。



事業所の写真
事業所又は施設の名称 　デイ都庁

⑬トイレ（室内） ⑭静養室（外側）

　

⑮静養室（室内） ⑯相談室（外側）

　

　

相談室が個室又は四方が仕切り等で仕切られているこ

とがわかる写真を添付してください。

※1枚の写真で確認できない場合は、複数の写真を添

付してください。

静養室が個室又は四方が仕切り等で仕切られているこ

とがわかる写真を添付してください。

※1枚の写真で確認できない場合は、複数の写真を添

付してください。

寝具等が設置された状態の写真を添付してください。



事業所の写真
事業所又は施設の名称 　デイ都庁

⑰相談室（室内） ⑱脱衣室（外側）

　

⑲脱衣室（室内） ⑳浴室

　

　



共通　④

○食堂及び機能訓練室（全体の様子が分かるように、
　撮影する向きを変えて何枚かに分けて撮影してください。）
○静養室（静養できるよう個室又はカーテン等で仕切られている
ことが確認できる外観／寝具等が設置された状態の静養室内部）
○トイレ
○洗面設備
○浴室・脱衣スペース（入浴介助を行う場合）
○キッチン
○送迎用車両　　等

福祉用具貸与

○保管・消毒に係る設備（回収から消毒、保管まで）　等

通所介護

○手指洗浄場所　等 ○ユニット
・居室
・共同生活室
・洗面設備
・便所
○浴室
○医務室

短期入所生活介護（ユニット型）

訪問入浴介護

○手指洗浄場所
○サービス提供に必要な浴槽、車両等の設備及び備品（駐車場
含）
○浴槽等の備品・設備等の保管・消毒に必要なスペース　等

○介護職員室
○看護職員室
○調理室
○洗濯室
○洗濯場
○介護材料室
○汚物処理室

　　　　　　　　　等

　　　◆各サービスごとに、次の設備の写真を添付する必要があります。
　　　　なお、事業所の設備の状況に応じて、ここに挙げる設備以外の写真が必要となる場合があります。

　全サービス共通　

○建物外観、建物入口（事業所名が表示されていること）
○事務室
○鍵付き書庫
○相談室（プライバシーが確保できていることを確認できる外観／相談室内部）　　等

訪問介護、訪問看護



（参考様式２） 

事業所・施設の名称 ○○訪問看護ステーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレ  

➂手指洗浄場 

➁入口 

玄関 

➀建物外観 
キッチン コピー機 冷蔵庫 

⑤事務室 

相談室 

事務室 

⑥相談室 

相談室 （L字型パーテーションの例） 

鍵付き書庫 

⑦相談室 

⑧鍵付き書庫 

L 字型は、3 点の接地（壁や

パーテーション同士）がキッチ

リ閉まるように配置する必要

があります。 



 

事業所・施設の名称 ○○訪問看護ステーション 

 

 

 

トイレ  

➂手指洗浄場 

➁入口 

玄関 

➀建物外観 
キッチン コピー機 冷蔵庫 

⑤事務室 

相談室 

⑦相談室 

鍵付き書庫 

⑥相談室 

⑨鍵付き書庫 

相談室 （コの字型パーテーションの例） 

コの字型は、４点の接地（壁や

パーテーション同士）がキッチ

リ閉まるように配置する必要

があります。 

⑧相談室 

事務室 

書庫 



(1)

(2)

(3)

（参考様式３）

　　　　　　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

事業所又は施設名 ホームヘルプ都庁

申請するサービス種類 訪問介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措　　置　　の　　概　　要　　
１　利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置

① 連絡先 TEL　03－5320－△△△△ FAX 03-5388-○○○○
② 担当者名 千代田　一郎
③ 受付時間 9:00～18:00
④ 担当者が不在の場合の対応

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

２　円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
① 苦情原因の把握

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

② 検討会の開催
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

③ 改善の実施
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

④ 解決困難な場合
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

⑤ 再発防止
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

⑥ 事故発生時の対応など
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

３　苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支事業者の場合記入）

４　その他参考事項
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

備考　上の事項は例示であり、これにかかわらず苦情処理に係る対応方針を具体的に記してくだい。
（日本産業規格Ａ列４番）

注
意
事
項

○　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式3）

相談窓口(電話番号)、担当者名、受付時間、担当者不在時の対応方法が記載されていますか

処理体制、手順、再発防止策が記載されていますか

その他参考事項が記載されていますか（解決困難時の対応方法として、保険者等へ報告・連絡調整等を行う旨
の記載等）

共通⑤



年 月 日

知事    殿

（名称）

　申請者が別紙のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

（該当に○）

別紙⑤：　介護予防サービス事業所向け

（参考様式４）

誓　約　書

東京都

申請者    

（代表者の職名・氏名）

別紙①：　居宅サービス事業所向け

別紙②：　介護老人福祉施設向け

別紙③：　介護老人保健施設向け

別紙④：　介護医療院向け

共通⑥



（別紙①：居宅サービス事業所向け）
介護保険法第７０条第２項

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないと
き。

三 申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま
での者であるとき。

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金（地方税法の
規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第
百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。）について、当
該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納
期限の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十八条の二第
四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号
の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において同じ。）を引き続き滞納している者であるとき。

六 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介護に係る指定を
除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規
定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である
かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二項におい
て同じ。）又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取
り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
を含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するた
めの当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮し
て、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介護に係る指定に
限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の
規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業
所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当
該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業
者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取
消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重
要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事
業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的
に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下
この章において同じ。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該
指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者
による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消
しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又
は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日か
ら起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行う
か否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合に
おける当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から
起算して五年を経過しないものであるとき。

八 第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業
の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、
当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
であるとき。

十の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに
該当する者のあるものであるとき。

十一 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者
であるとき。

十二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいず
れかに該当する者であるとき。



（別紙⑤：介護予防サービス事業所向け）
介護保険法第１１５条の２第２項

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない
とき。

三 申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運
営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま
での者であるとき。

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の
期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

六 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（介護予防特定施設入居者
生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行
政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消され
た者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含
む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するた
めの当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を
考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（介護予防特定施設入居者
生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行
政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消され
た者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含
む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するた
めの当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を
考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないと
き。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定
介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この
号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 申請者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする
日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届
出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る
聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知し
た場合における当該特定の日をいう。）までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該
届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該
事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者
で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者
のあるものであるとき。

十の二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのい
ずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該
当する者であるとき。

十二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号
までのいずれかに該当する者であるとき。


